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平
安
朝
検
非
違
使
小
考

笠

原

英

彦

一
、
は
じ
あ
に

二
、
使
庁
の
裁
判
と
量
刑

三
、
使
庁
と
弾
正
台

四
、
院
政
初
期
の
使
庁

五
、
結
び

一
、
は
じ
め
に

平安朝検葬違使小考

　
平
安
朝
初
期
に
成
立
を
み
、
室
町
期
に
及
ん
で
い
ま
だ
命
脈
を
保
っ
た
検
非
違
使
の
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
先
学
に
よ
る
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

作
が
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
従
前
の
研
究
史
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、
五
味
文
彦
氏
の
分
類
が
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
研
究
の
進
展
が
新
た

な
る
整
理
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
検
非
違
使
が
宣
旨
職
に
し
て
令
外
官
で
あ
り
、
現
実
即
応
型
の
官
庁
を

構
成
し
た
が
故
に
、
余
り
に
多
様
な
職
掌
を
担
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
示
唆
を
得
て
．
使
庁
の
量
刑
方
針
、
弾
正
台
と
の
関
係
、
そ
し
て
院
政
初
期
の
使
庁
と
い
っ
た
三
つ

の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
、
当
代
司
法
制
度
の
中
核
を
な
し
た
使
庁
の
法
律
上
、
政
治
上
の
位
置
づ
け
を
再
確
認
す
る
た
め
の

予
備
的
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．

　
（
1
）
　
谷
森
饒
男
『
検
非
違
使
ヲ
中
心
ト
シ
タ
ル
平
安
時
代
の
警
察
状
態
』
（
昭
和
五
十
五
年
、
柏
書
房
）
、
小
川
清
太
郎
「
庁
例
の
研
究
」
、
「
検
非
違

　
　
使
の
研
究
」
、
『
早
稲
田
法
学
』
第
十
六
、
十
七
、
十
八
巻
）
、
小
川
清
太
郎
「
着
鉱
勘
文
」
、
『
国
学
院
法
学
』
第
五
巻
第
二
号
、
利
光
三
津
夫
『
裁

　
　
判
の
歴
史
』
（
昭
和
三
十
九
年
、
至
文
堂
）
、
井
上
満
郎
「
検
非
違
使
の
成
立
と
摂
関
政
治
」
、
『
日
本
史
研
究
』
第
九
十
三
号
、
満
富
真
理
子
「
院
政

　
　
と
検
非
違
使
」
、
『
史
淵
』
第
一
〇
四
号
、
森
田
悌
『
日
本
古
代
律
令
法
史
の
研
究
』
（
昭
和
六
十
一
年
、
文
献
出
版
）
、
上
横
手
雅
敬
「
平
安
中
期
の

　
　
警
察
制
度
」
（
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
、
昭
和
四
十
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
．
瀧
川
政
次
郎
「
王
朝
時
代
司
法
制
度
の
研
究
」
（
『
目
本
法
制
史
研

　
　
究
』
、
昭
和
十
六
年
、
有
斐
閣
）
、
大
饗
亮
『
律
令
制
下
の
司
法
と
警
察
－
検
非
違
使
制
度
を
中
心
と
し
て
ー
』
（
昭
和
五
十
四
年
、
大
学
教
育

　
　
社
）
、
そ
の
他
参
照
。

　
（
2
）
　
五
味
文
彦
「
使
庁
の
構
成
と
幕
府
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
三
九
八
号
。
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二
、
使
庁
の
裁
判
と
量
刑

　
本
章
で
は
、
使
庁
の
裁
判
過
程
の
検
討
、
就
中
そ
の
量
刑
の
実
態
と
背
景
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
庁
例
の
科

刑
方
針
を
め
ぐ
っ
て
は
、
律
の
刑
罰
規
定
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
れ
を
よ
り
重
い
と
み
る
か
、
或
い
は
軽
い
と
み
る
か
、
必
ず
し
も
諸

説
一
定
せ
ず
、
ま
た
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
説
明
は
け
っ
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

小
川
氏
は
か
の
「
庁
例
の
研
究
」
に
お
い
て
庁
例
の
特
色
に
触
れ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
庁
例
の
科
刑
方
針
は
律
に
比
し
て
寛
大
な
る

（
1
）

こ
と
」
を
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
利
光
氏
は
こ
の
点
に
異
論
を
唱
え
ら
れ
、
「
庁
例
は
治
安
維
持
を
も
っ
て
最
大
の
目
的
と
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
庁
例
に
は
儒
教
的
な
慎
刑
、
憧
刑
の
思
想
が
乏
し
く
、
治
安
を
害
す
る
罪
に
対
し
て
は
律
令
に
お
け
る
よ
り
も
重
い
罪



　
　
　
　
　
（
2
）

を
定
め
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
論
争
に
対
し
、
大
饗
氏
は
「
使
庁
の
習
と
し
て
は
…
…
（
中
略
）
…
…
概
し
て
軽
い
刑
に

　
　
　
　
　
　
（
3
）

処
す
場
合
が
多
い
」
と
さ
れ
、
森
田
氏
は
「
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
区
々
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
ぎ
で
、
軽
犯
の
場
合
、
庁
例
の
方
が
寛
大
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
当
初
よ
り
使
庁
が
管
轄
権
を
取
得
し
た
強
窃
二
盗
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
盗
犯
に
つ
い
て
は
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

安
初
期
に
重
大
な
る
法
律
改
正
が
な
さ
れ
た
．

　
（
一
）
賊
盗
律

　
　
凡
強
盗
。
不
得
財
．
徒
二
年
。
一
尺
徒
三
年
．
二
端
加
一
等
。
十
五
端
及
傷
人
者
絞
。
殺
人
者
斬
。
其
持
侯
者
。
錐
不
得
財
。
遠
流
。
十
端
絞
。
傷

　
　
人
者
斬
。

　
　
凡
霜
盗
。
不
得
財
．
答
五
十
。
一
尺
杖
六
十
。
一
端
加
一
等
。
五
端
徒
一
年
。
五
端
加
一
等
。
五
十
端
加
役
流
。

（
二
）
弘
仁
九
年
宣
旨
（
弘
仁
十
三
年
格
）

　
（
略
）
弘
仁
九
年
宣
旨
傅
。
犯
盗
之
人
．
不
論
軽
重
。
皆
配
役
所
者
。

使
等
偏
執
此
旨
。
未
定
年
限
．
罪
無
軽
重
命
終
役
所
。

平安朝検非違使小考

　
（
三
）
弘
仁
十
三
年
太
政
官
符

　
　
（
前
略
）
自
今
以
後
．
宜
犯
徒
一
年
者
加
半
年
。
犯
二
年
三
年
者
各
加
一
年
。
杖
罪
以
下
。
只
徒
一
年
．
若
犯
二
流
者
．
各
役
六
年
。
其
犯
死
罪
別
勅

　
　
免
死
十
五
年
為
限
．

　
賊
盗
律
は
、
強
盗
、
窃
盗
に
つ
い
て
、
各
々
徒
二
年
か
ら
斬
刑
、
そ
し
て
答
五
十
か
ら
加
役
流
ま
で
の
段
階
的
刑
罰
体
系
を
規
定
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
弘
仁
九
年
の
宣
旨
で
は
、
盗
犯
を
一
括
し
た
上
で
、
そ
の
罪
の
軽
重
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
配
役
し
、
し
か
も
刑

期
を
明
示
せ
ざ
る
を
例
と
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
、
弘
仁
十
三
年
格
は
答
杖
刑
を
徒
役
一
年
、
徒
役
一

年
を
同
一
年
半
、
徒
役
二
年
を
同
三
年
、
徒
役
三
年
を
同
四
年
、
流
刑
を
徒
役
六
年
、
死
刑
を
徒
役
十
五
年
と
律
の
規
定
を
改
正
し
た
の

65



法学研究62巻3号（’89＝3）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
格
に
よ
れ
ば
、
盗
犯
に
対
す
る
五
刑
の
体
系
を
一
新
し
、
徒
刑
だ
け
の
刑
罰
体
系
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
か
も
そ
の
際
、
従
来
の
徒
以
下
は
加
重
さ
れ
、
流
以
上
は
結
果
と
し
て
減
刑
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
法
改
正
を
如
何
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
当
然
す
ぎ
る
こ
と
な
が
ら
、
（
一
）
が
成
文
法
で
あ
り
、
（
二
）
が
宣
旨
に

基
づ
く
庁
例
、
（
三
）
が
朝
廷
の
公
布
し
た
改
正
法
で
あ
る
点
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
弘
仁
十
三
年
以
降
は
、

（
三
）
の
格
が
原
則
と
し
て
使
庁
の
量
刑
を
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
使
庁
と
朝
廷
と
の
間
に
盗
犯
に
対
す
る
微
妙
な
科
刑

方
針
の
相
違
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
庁
の
態
度
は
当
時
京
に
多
発
し
た
盗
犯
に
対
す
る
便
宜
的
一
括
処
理
と

事
案
処
理
の
効
率
化
を
め
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
方
朝
廷
の
態
度
は
徒
刑
以
下
に
つ
い
て
部
分
的
に
使
庁
の
方
針
を
踏
襲
し
つ
つ

も
、
重
刑
と
り
わ
け
死
刑
に
つ
い
て
は
大
幅
な
減
刑
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
朝
廷
の
姿
勢
は
、
当
代
以
降
平
安
末
年
に
ま
で
及
ん
で
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
た
死
刑
停
止
の
大
方
針
と
大
い
な
る
関
係
あ
り
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
周
知
の
如
く
、
使
庁
の
裁
判
管
轄
は
刑
部
省
か
ら
の
漸
次
移
管
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
こ
の
点
以
下
に
掲
げ
る
別
当
宣
と
太
政
官
符
は

と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
貞
観
十
二
年
七
月
廿
日
。
別
当
宣
儒
．
聴
訴
之
官
。
各
有
其
職
。
独
為
惣
「
強
好
等
」
行
。
事
多
擁
滞
。
自
今
以
後
。
自
非
強
窟
二
盗
及
殺
害
闘
乱
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
戯
強
好
等
外
。
一
切
不
可
執
行
者
。

66

太
政
官
符

　
応
没
私
鋳
銭
者
田
宅
資
材
事

右
検
非
違
使
起
請
儒
。
謹
案
法
条
。
無
可
没
入
私
鋳
銭
者
財
物
。
而
使
等
或
必
没
其
舎
宅
資
材
。
錐
非
法
意
行
来
成
例
．

　
　
其
軒
者
。
右
大
臣
宣
。
奉
勅
。
依
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
貞
観
十
六
年
十
二
月
廿
六
日

以
上
は
、
す
で
に
貞
観
期
に
お
い
て
、
事
実
上
使
庁
が
広
範
な
裁
判
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

望
請
。
編
之
　
朝
章
。
厳
邊

さ
ら
に
「
盗
人
不
論
軽
重
。
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（
過
）

停
移
刑
部
．
別
当
直
着
欽
。
配
役
所
令
駈
使
。
」
と
し
た
貞
観
十
七
年
の
太
政
官
符
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
当
代
使
庁
が
頻
発
す
る
盗
犯
、

私
鋳
銭
等
へ
の
対
応
を
第
一
義
と
し
た
実
効
性
と
簡
便
性
を
有
す
る
治
安
維
持
政
策
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
令
制
司
法
機
構
の
衰
退
と
使
庁
の
発
展
と
が
同
時
進
行
し
た
九
世
紀
は
、
依
然
庁
例
の
形
成
期
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
混
乱
期
で
も
あ
っ

（
n
）た

。
こ
れ
以
降
、
使
庁
が
朝
廷
の
思
惑
と
は
別
に
、
如
何
な
る
科
刑
方
針
を
志
向
し
た
か
を
、
『
法
曹
至
要
抄
』
並
び
に
『
西
宮
記
』
の

う
ち
に
拾
っ
て
み
ょ
う
。

『
法
曹
至
要
抄
』
に
は
、
謀
殺
に
対
す
る
使
庁
の
対
応
を
左
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
賊
盗
律
云
．
謀
殺
人
者
徒
二
年
。
已
傷
者
近
流
．
已
殺
者
斬
。
従
而
加
功
者
加
役
流
。
不
加
功
者
近
流
．
造
意
者
難
不
行
傍
為
首
論
。
雇
人
殺
者
亦
同
。

　
即
従
者
不
行
減
行
者
一
等
。
余
条
不
行
准
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
案
之
。
錐
謀
殺
未
害
終
其
身
然
而
罪
法
所
指
事
重
。
須
令
着
鉢
居
作
也
。
難
然
．
依
非
使
庁
之
所
掌
。
只
任
例
下
獄
舎
畢
。
是
臨
時
行
来
例
也
。

「
依
非
使
庁
之
所
掌
。
只
任
例
下
獄
舎
畢
。
是
臨
時
行
来
例
也
。
」
と
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
飽
く
ま
で
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
て
、
大
饗
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
如
く
こ
れ
を
単
純
に
使
庁
の
量
刑
と
み
て
、
こ
こ
か
ら
「
全
体
と
し
て
律
条
が
著
し
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
き
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
『
西
宮
記
』
所
載
の
左
の
史
料
の
よ
う
に
、
本
来
盗
犯
等
専
管
事
項
以
外
の
「
判
断
」
は
刑
部
省
の
所
管
で
あ
る
か
ら
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
〉

れ
は
天
暦
四
年
太
政
官
符
に
「
議
獄
決
罪
。
非
省
之
職
掌
。
」
と
み
え
る
如
き
刑
部
省
の
機
能
低
下
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
今
案
、
強
窟
盗
、
私
鋳
銭
等
、
着
鉢
事
、
検
非
違
使
等
、
守
式
文
可
行
也
、
至
干
余
罪
科
者
、
須
進
勘
奏
、
被
下
刑
官
断
之
、

　
次
に
使
庁
が
最
も
重
視
す
る
「
強
籟
盗
事
」
へ
の
対
応
を
左
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
案
之
。
盗
犯
之
属
．
触
類
多
端
．
而
或
犯
罪
有
故
不
承
伏
。
或
留
身
待
対
問
之
間
．
使
庁
之
例
暫
令
候
便
所
。
若
承
伏
錐
有
実
。
為
軽
罪
者
散
禁
。
可

　
令
候
獄
舎
政
所
。
若
事
重
者
錐
散
禁
可
令
候
獄
舎
。
是
已
為
使
庁
之
流
例
。
凡
盗
犯
事
。
朝
家
重
所
誠
也
。
因
絃
難
嫌
疑
之
者
。
忽
難
免
之
類
。
又
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
便
所
廻
計
略
。
尋
訪
其
状
者
也
。
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盗
犯
に
つ
い
て
は
、
「
触
類
多
端
」
を
理
由
に
「
獄
舎
・
散
禁
」
を
庁
例
と
し
、
大
饗
氏
の
指
摘
に
か
か
る
如
く
、
「
複
雑
な
律
の
刑
罰
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

系
が
著
し
く
簡
素
と
な
り
、
か
つ
寛
刑
と
な
っ
て
投
獄
」
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
単
に
寛
宥
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
一
面
的
に

過
ぎ
よ
う
。
上
掲
の
史
料
中
、
「
凡
盗
犯
事
。
朝
家
重
所
誠
也
。
因
蚊
難
嫌
疑
之
者
。
忽
難
免
之
類
。
又
下
便
所
廻
計
略
。
尋
訪
其
状
者

也
。
」
と
み
え
る
の
は
、
明
ら
か
な
る
犯
罪
抑
止
効
果
を
ね
ら
っ
た
厳
し
い
措
置
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
使
庁
が
比
較

的
早
い
段
階
か
ら
不
定
期
刑
の
方
針
を
採
用
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
同
問
題
に
つ
い
て
も
、
「
使
庁
官

　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

人
の
怠
慢
」
（
利
光
氏
）
の
結
果
と
の
見
方
も
あ
れ
ば
、
「
盗
犯
受
刑
者
の
懲
治
」
（
森
田
氏
）
を
目
的
と
し
た
と
の
所
見
も
あ
り
、
必
ず
し

も
諸
説
一
定
し
て
い
な
い
。
使
庁
が
弘
仁
九
年
の
宣
旨
を
受
け
、
「
使
等
偏
執
此
旨
．
未
定
年
限
。
」
こ
と
か
ら
、
不
定
期
刑
を
志
向
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
弘
仁
十
三
年
格
は
暗
に
刑
期
の
明
確
化
を
促
し
て
お
り
、
朝
廷
が
使
庁
の
不
当
性
を
矯
正
し
、
そ
の
裁
量
に

一
定
の
歯
止
め
を
か
け
た
と
な
の
見
方
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
、
長
徳
二
年
十
一
月
の
別
当
宣
に
よ
る
禁
止
ま
で
、
着
欽
政
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

日
、
獄
囚
に
対
す
る
刑
期
言
い
渡
し
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
．
こ
れ
が
左
の
如
く
事
実
上
左
衛
門
権
佐
惟
宗
允
亮
の
手
に
よ
り
別
当
宣

を
奉
ず
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
長
徳
二
年
十
一
月
十
六
目
、
別
当
宣
俗
、
依
盗
霧
之
犯
人
徒
役
之
輩
、
貞
観
以
往
、
移
刑
部
省
任
法
断
定
、
乃
是
先
定
罪
名
、
次
及
決
配
者
也
、
愛
貞

　
観
以
後
、
別
当
直
着
鉱
配
役
所
、
須
条
犯
状
同
存
恒
規
、
而
頃
年
至
干
着
鉄
之
目
、
只
注
服
弁
之
由
、
難
顕
本
鍼
、
無
指
役
限
、
臨
干
役
畢
之
期
、
欲

　
従
原
免
之
時
、
追
准
彼
賊
更
明
其
限
、
非
只
招
先
後
倒
錯
之
諺
、
兼
亦
致
憲
法
乖
謬
之
餐
、
縦
有
行
来
何
無
改
張
、
自
今
以
後
、
全
守
朝
章
、
着
鉄
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
前
髄
注
犯
賊
、
徒
年
之
数
原
免
之
処
、
偏
載
限
満
役
畢
之
状
、

　
こ
こ
で
提
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
科
刑
の
簡
略
化
と
不
定
期
刑
と
の
補
完
関
係
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
刑
部
省
の
衰
退
の
兆
し

著
し
く
、
式
に
「
盗
人
不
論
軽
重
。
停
移
刑
部
。
別
当
直
着
鉢
．
配
役
所
令
駈
使
．
」
と
み
え
る
に
至
っ
て
は
、
種
々
の
盗
犯
に
つ
い
て
便

宜
上
の
処
置
が
必
要
で
あ
り
、
自
ず
と
不
定
期
刑
を
志
向
す
る
こ
と
で
、
違
法
な
が
ら
朝
廷
の
採
る
刑
罰
寛
宥
化
の
方
針
に
一
定
の
歯
止

め
を
か
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
凡
そ
使
庁
が
科
刑
の
簡
略
化
を
志
向
し
た
の
は
、
「
事
多
擁
滞
」
の
結
果
で
あ
り
、
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平安朝検非違使小考

そ
れ
が
罪
の
軽
重
を
論
じ
な
い
無
期
徒
刑
へ
の
安
易
な
一
元
化
を
招
来
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
貞
観
十
七
年
撰
上
の
使
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
み
え
る
私
鋳
銭
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
以
上
よ
り
、
使
庁
の
科
刑
方
針
は
そ
の
刑
罰
体
系
の
不
整
合
か
ら
く
る
過
渡
的
現
象
で
あ
り
、
「
決
杖
七
十
」
や
度
重
な
る
死
刑
求
刑

に
み
て
と
れ
る
如
く
、
減
刑
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
都
の
治
安
悪
化
と
い
う
現
実
と
減
刑
思
想
に
傾
斜
す
る
朝
廷
と

の
狭
間
に
あ
っ
て
、
使
庁
は
き
わ
め
て
困
難
な
妥
協
的
方
針
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
「
天
下
に
大
疫
の
間
、
死
人
道
路
に
満
た
り
」
。
か
く
し
て
嵯
峨
朝
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
率
先
し
て
般
若
心
経
を
廣
筆
し
た
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
信
仰
下
に
事
実
上
死
刑
停
止
の
宣
旨
が
下
っ
た
の
で
あ
る
。
爾
来
保
元
元
年
ま
で
、
朝
廷
に
は
減
刑
思
想
が
蔓
延
し
た
こ
と
は
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

知
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
使
庁
で
は
不
定
期
刑
の
恒
常
化
、
加
う
る
に
財
産
刑
や
悪
質
な
強
盗
犯
へ
の
肉
刑
が
断
行
さ
れ
て

お
り
、
禁
中
の
減
刑
思
想
は
必
ず
し
も
使
庁
に
浸
潤
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
さ
り
な
が
ら
、
実
際
の
断
罪
、
行
刑
の
執
行
は
尉
、
道

志
ら
中
級
官
人
で
あ
り
、
他
方
中
納
言
、
参
議
を
兼
帯
せ
る
別
当
ら
が
朝
廷
の
方
針
を
体
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
く
、
そ
れ
が
例
え

ば
、
『
古
今
著
聞
集
』
等
に
み
え
る
使
庁
の
結
縁
経
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
使
庁
の
結
縁
経
は
、
一
条
天
皇
の
長
保
元
年
を
例

外
と
し
て
、
多
く
は
平
安
末
期
、
使
庁
の
衰
退
期
に
始
ま
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
建
久
二
年
使
別
当
に
補
さ
れ
た
中
納
言
藤
原
兼
光
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

勢
威
衰
え
た
る
使
庁
の
再
興
に
熱
心
で
、
結
縁
経
も
そ
の
一
貫
と
し
て
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
結
縁
経
は
追
善
供
養
で
あ

る
か
ら
、
使
庁
本
来
の
行
刑
過
程
に
、
肉
刑
の
犠
牲
者
や
獄
死
者
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
よ
っ
て
、
「
検
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

違
使
自
身
が
仏
儒
の
思
想
の
影
響
を
蒙
り
、
専
ら
刑
の
寛
宥
を
事
」
と
し
た
と
断
じ
た
小
川
氏
の
説
に
は
俄
に
与
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
本
章
に
お
い
て
は
、
使
庁
の
量
刑
を
検
討
し
つ
つ
そ
の
科
刑
方
針
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
．
平
安
前
期
に
使
庁
が

主
と
し
て
刑
部
省
の
裁
判
権
を
代
替
す
る
過
程
で
刑
の
簡
略
化
・
不
定
期
刑
の
方
針
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
摂
関
期
以
降
は

多
少
朝
廷
の
減
刑
思
想
に
倣
い
つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
矛
盾
を
抱
懐
し
な
が
ら
現
実
の
治
安
維
持
に
応
え
る
科
刑
方
針
を
保
持
し
て
い
た

こ
と
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
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）
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に
み
え
る
刑
期
宣
告
は
多
様
で
あ
る
。

　
て
不
定
期
刑
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
さ
れ
た
。

（
2
1
）
　
『
西
宮
記
』
、
巻
二
十
一
（
成
勘
文
事
）
。

（
2
2
）
　
私
鋳
銭
犯
に
対
す
る
科
刑
は
、
奈
良
朝
を
通
じ
減
刑
さ
れ
き
た
っ
た
が
、

小
川
前
掲
論
文
、
十
五
頁
－
十
七
頁
。

利
光
前
掲
書
、
一
八
九
頁
－
一
九
〇
頁
。

大
饗
前
掲
書
、
十
九
頁
。

森
田
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

（
一
）
は
律
疏
残
編
、
（
二
）
、
（
三
）
は
『
類
聚
三
代
格
』
、
巻
二
十
、
断
罪
順
銅
事
。

同
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
川
氏
が
一
覧
表
を
示
し
、
論
及
さ
れ
て
い
る
（
小
川
前
掲
論
文
、
六
九
頁
ー
七
二
頁
）
。

『
保
元
物
語
』
、
巻
二
、
為
義
最
後
事
及
び
『
百
錬
抄
』
第
七
、
保
元
元
年
七
月
廿
九
目
条
．
弘
仁
の
死
刑
停
止
に
つ
い
て
は
利
光
三
津
夫
『
律

　
　
（
昭
和
三
十
六
年
、
明
治
書
院
）
参
照
．

『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
。

『
類
聚
三
代
格
』
、
巻
十
四
、
銭
鋳
事
。

『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
。

令
制
諸
機
構
か
ら
検
非
違
使
庁
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
大
饗
前
掲
書
、
第
二
章
に
詳
し
い
。

『
法
曹
至
要
抄
』
、
巻
第
七
十
七
。

大
饗
前
掲
書
、
一
一
七
頁
。

『
政
事
要
略
』
、
巻
八
十
二
。

『
西
宮
記
』
、
巻
二
十
一
（
成
勘
文
事
）
．

『
法
曹
至
要
抄
』
、
巻
第
七
十
七
。

大
饗
前
掲
書
、
一
一
六
頁
。

利
光
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

森
田
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

獄
令
は
本
来
「
凡
断
罪
行
刑
日
。
並
宣
告
犯
状
。
」
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
『
西
宮
記
』
並
び
に
『
朝
野
群
載
』
所
載
の
着
鉢
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
氏
「
着
鉱
勘
文
」
（
『
国
学
院
法
学
』
第
五
巻
第
二
号
）
は
少
な
く
と
も
天
暦
期
よ
り
長
徳
期
に
か
け

平
安
朝
に
入
る
と
、
そ
の
多
発
に
鑑
み
無
期
徒
刑
の
量
刑
が
規
定
さ
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れ
た
（
弘
仁
十
三
年
格
）
。
こ
れ
は
、
刑
の
加
重
と
い
う
よ
り
は
簡
略
化
な
い
し
一
元
化
と
い
う
に
等
し
い
．

（
2
3
）
　
こ
れ
は
使
式
に
み
え
、
使
庁
に
よ
る
厳
罰
主
義
の
証
左
と
言
え
よ
う
．
し
か
し
、
こ
の
規
定
も
「
着
鉢
後
決
杖
事
．
非
律
令
之
所
載
。
是
使
等

所
申
行
也
。
頗
似
苛
酷
。
疑
増
冤
愁
思
。
」
と
の
使
別
当
中
納
言
源
延
光
の
建
議
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
『
西
宮
記
』
、
巻
二
十
一
）
。
朝
廷

　
の
寛
宥
主
義
へ
の
迎
合
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ハ　　ハ　　ハ　　ハ　　ハ
28　27　26　25　24
V　　）　　）　　）　　）

使
庁
の
死
刑
求
刑
は
朝
廷
に
よ
り
死
一
等
を
減
じ
ら
れ
た

『
古
今
著
聞
集
』
、
巻
第
二
（
釈
教
第
二
）
。

利
光
三
津
夫
編
『
法
史
学
の
諸
問
題
』
（
昭
和
六
十
二
年
、

『
古
今
著
聞
集
』
、
巻
第
十
二
（
盗
第
十
九
）
。

小
川
前
掲
論
文
、
十
九
頁
以
下
。

（
コ
ニ
代
実
録
』
巻
四
十
等
）
。

慶
慮
通
信
）
、
二
一
八
頁
以
下
．

三
．
使
庁
と
弾
正
台

平安朝検非違使小考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

『
職
原
抄
』
に
代
表
さ
れ
る
如
き
併
帰
使
庁
観
が
か
な
り
後
世
の
こ
と
に
属
す
と
の
理
解
に
立
て
ば
、
平
安
初
期
に
そ
の
糾
弾
権
を
共
有

し
た
弾
正
台
と
使
庁
と
の
関
係
が
、
平
安
朝
を
通
じ
て
如
何
に
展
開
し
た
か
は
興
味
深
い
主
題
と
言
え
よ
う
。

　
既
に
弾
正
台
が
奈
良
朝
に
お
い
て
本
来
の
糾
弾
機
能
を
喪
失
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
む
し
ろ
礼
教
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
早
く
に
武
光
誠
氏
の
指
摘
に
か
か
る
と
と
も
に
、
私
も
拙
稿
に
お
い
て
、
令
集
解
の
検
討
、
並
び
に
台
官
人
の
補
任

の
面
よ
り
確
認
し
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
、
令
制
諸
機
構
と
は
異
な
り
、
切
実
な
る
種
々
の
現
実
的
要
請
に
応
え
る
べ
く
設
置
を
み
た
使
庁
の
立
場
を
理
解
す
る
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

味
に
お
い
て
は
、
初
期
使
庁
に
よ
る
法
的
理
論
的
武
装
の
進
展
が
ま
ず
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
良
房
、
基
経
に
よ
り
藤
原
摂
関
体
制
が
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
た
九
世
紀
後
半
、
使
庁
は
「
使
之
所
掌
。
准
弾
正
弾
事
。
井
依
臨
時
宣
旨
行

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

之
。
』
と
し
た
使
式
、
並
び
に
「
凡
臨
時
別
勅
莫
承
弁
史
伝
宣
．
」
と
し
た
弾
正
式
を
楯
に
「
弁
史
伝
宣
」
を
承
け
る
べ
き
で
な
い
と
の
立
場
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を
堅
持
し
て
い
た
。
昌
泰
三
年
八
月
十
三
日
の
左
小
史
惟
宗
善
経
の
勘
文
、
及
び
こ
れ
に
対
す
る
惟
宗
允
亮
の
解
釈
は
こ
の
点
に
関
説
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
も
の
と
し
て
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
勘
申
検
非
違
使
固
執
不
承
弁
史
伝
宣
叶
理
哉
否
之
由
事

　
右
弾
正
式
云
。
凡
臨
時
別
勅
莫
承
弁
史
伝
宣
。
又
使
式
云
。
凡
使
之
所
掌
。
准
弾
正
弾
事
。
井
依
臨
時
宣
旨
行
之
者
。
案
此
等
文
。
検
非
違
使
之
固
執
。

　
分
析
両
式
之
意
。
何
者
。
使
式
既
称
准
弾
正
弾
事
．
台
式
非
必
為
弾
事
．
称
莫
承
弁
史
伝
宣
者
．
是
為
弾
正
威
厳
所
制
也
。
以
此
言
之
。
執
而
所
准
。

　
不
渉
弾
事
。
夫
式
者
．
指
而
言
所
行
非
法
附
回
循
之
書
。
何
守
称
准
弾
事
之
式
。
偏
包
非
弾
事
之
制
乎
．
然
則
使
所
固
執
其
理
不
允
．

　
　
　
昌
泰
三
年
八
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
小
史
惟
宗
善
経

　
案
此
勘
文
。
至
干
伝
宣
若
触
弾
事
。
不
可
輔
承
。
若
是
他
事
。
即
似
可
承
。
傍
詔
勅
未
施
行
前
。
令
放
免
繋
囚
之
時
．
上
卿
召
佐
尉
等
。
下
給
宣
旨
。

　
又
昇
殿
侍
中
之
輩
。
聴
禁
色
雑
炮
之
日
。
上
卿
召
佐
以
下
同
給
宣
旨
。
或
召
陣
頭
給
之
。
或
弁
史
伝
之
。
被
行
之
旨
。
勘
文
之
意
。
為
示
随
事
之
義
抄

　
写
此
文
載
之
。

こ
こ
に
は
確
か
に
、
使
庁
は
糾
弾
の
他
は
弁
史
伝
宣
を
承
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
明
法
家
の
法
律
的
解
釈
と
、
部
分
的
と
は
え
、
台
を

威
厳
の
職
と
し
、
使
庁
を
実
務
の
職
と
し
て
、
両
者
を
自
ず
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
看
守
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
一
般
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

弾
正
台
は
有
位
者
の
非
違
、
諸
官
司
の
害
政
、
柾
判
等
の
糾
弾
に
当
り
、
検
非
違
使
は
主
と
し
て
下
級
官
人
並
び
に
一
般
庶
民
の
糾
弾
を

　
　
　
　
（
9
）

対
象
と
し
た
と
す
る
理
解
が
生
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
、
「
弾
正
台
及
検
非
違
使
。
難
配
置
各
異
。
而
糾
弾
違
犯
．
彼
此
一
同
。
但
至
犯
人
逃
走
。
姦
盗
隠
遁
。
弾
正
之
職
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

不
堪
追
捕
。
自
今
以
後
。
縁
糾
違
犯
。
有
可
追
捕
者
。
台
使
相
通
．
遣
検
非
違
長
等
」
と
し
た
承
和
六
年
六
月
六
目
の
勅
や
、
「
凡
犯
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

逃
走
。
令
検
非
違
使
追
捕
」
と
し
た
弾
正
式
が
使
庁
の
追
捕
権
を
実
効
あ
る
も
の
と
し
、
「
凡
新
有
立
制
宣
旨
者
。
告
示
検
非
違
使
」
（
弾

正
式
）
と
の
関
係
の
下
に
、
実
質
的
機
動
力
を
保
証
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
糾
弾
以
外
に
つ
い
て
台
使
の
相
互
関
係
は
ど
う
捉
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
．
『
法
曹
至
要
抄
』
禁
制
条
「
私
飼
鷹
事
」
に
は
左
の
如
く
み

え
て
い
る
。
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弾
正
式
云
。
私
養
鷹
鶴
。
台
加
禁
弾
。
弘
仁
八
年
九
月
廿
三
日
宣
旨
云
。
中
納
言
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣
。
奉
勅
．
〔
私
〕
飼
鷹
者
．
頃
年
禁
断
已
久
．
而

　
今
諸
人
無
有
公
験
。
乖
制
恣
養
。
但
仰
看
督
長
厳
令
禁
察
．
（
略
）

該
件
に
関
す
る
限
り
、
弾
正
式
の
規
定
に
則
り
、
使
庁
官
人
た
る
看
督
長
を
し
て
禁
察
せ
し
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
、
『
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

宮
記
』
に
は
「
蔵
人
奉
勅
、
召
検
非
違
使
井
馬
寮
官
人
等
仰
下
、
次
禁
野
給
所
下
文
」
と
み
え
、
使
式
逸
文
に
も
「
請
鷹
官
符
、
家
々
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

餌
取
者
、
三
位
以
上
各
二
人
、
四
位
以
下
一
人
」
等
々
と
み
え
て
い
る
。
ま
た
時
代
が
降
っ
て
も
、
「
禁
遇
私
飼
鷹
鶴
井
致
狩
猟
事
」
す

る
太
政
官
符
が
弾
正
台
以
下
左
右
京
職
、
検
非
違
使
に
対
し
て
下
さ
れ
て
お
り
、
『
朝
野
群
載
』
に
は
大
治
六
年
正
月
廿
五
日
、
こ
の
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
7
）

に
関
し
「
台
職
等
宜
承
知
。
依
宣
行
之
。
」
旨
の
官
符
を
左
衛
門
少
志
惟
宗
成
国
が
奉
じ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
飼

鷹
禁
制
が
弾
正
台
の
監
督
下
に
使
庁
に
よ
り
実
行
さ
れ
、
次
第
に
事
実
上
使
庁
の
職
掌
と
化
し
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
両
者
の
推
事
担
当
官
の
制
約
を
め
ぐ
っ
て
、
弾
例
が
「
若
座
無
弼
已
上
官
者
．
不
得
転
弾
五
位
已
上
者
。
若
座
無
佐
。
縦
難
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

尉
。
至
子
五
位
以
上
．
猶
似
不
可
推
勘
也
．
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
使
式
は
「
推
事
不
論
左
右
．
難
無
佐
若
尉
一
人
猶
得
行
事
．
」
と
し

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
台
が
そ
の
糾
弾
の
対
象
を
主
と
し
て
有
位
者
に
お
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
他
方
使
庁
が
獄
令
諸

司
断
事
条
に
従
っ
た
の
は
、
既
述
の
如
く
下
級
官
人
及
び
庶
人
を
対
象
と
し
た
結
果
で
あ
る
か
に
み
え
る
が
、
貞
観
六
年
八
月
十
五
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

別
当
宣
に
「
近
者
囚
徒
満
獄
。
科
決
猶
遅
．
」
の
故
を
も
っ
て
左
右
検
非
違
使
を
連
目
政
事
に
励
行
せ
し
め
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
推
事
促
進
が
目
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
ぎ
、
別
当
宣
を
も
っ
て
改
め
て
使
式
の
主
旨
を
確
認
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
使
庁
の
依
然
微
妙
な
立
場
が
投
影
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
ま
れ
、
台
の
監
督
下
に
使
庁
の
機
動
力
が
期

待
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
台
と
使
庁
の
関
係
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
天
元
五
年
正
月
廿
五
日
の
信
濃
橡
美
努
秀
則
と
惟
宗
允
亮
の
問
答
も
ま
た
見
逃
す
わ
け
に

　
　
　
（
2
1
）

は
ゆ
か
な
い
。

　
信
濃
橡
美
努
秀
則
問
。

73



法学研究62巻3号（’89：3）

　
　
除
目
官
与
宣
旨
職
分
別
可
有
哉
．
三
等
親
不
居
同
官
謂
者
。
若
為
官
欺
。
宣
旨
職
謂
者
。
若
如
検
非
違
使
也
。
父
子
兄
弟
。
其
忌
可
有
乎
。
為
聞
事

　
疑
．
謹
間
。

　
答
。
選
叙
令
云
。
同
司
主
典
已
上
。
不
得
用
三
等
以
上
親
。
名
例
律
云
。
同
司
犯
公
坐
者
．
長
冨
為
一
等
。
次
官
為
一
等
。
判
官
為
一
等
。
主
典
為
一

　
等
。
注
云
。
同
司
者
。
謂
。
連
判
之
官
及
主
典
。
疏
云
。
仮
如
。
刑
部
省
断
事
有
違
．
即
卿
是
官
長
。
輔
是
次
官
。
丞
是
判
官
。
録
是
主
典
。
是
為
四
等
。

　
検
非
違
使
式
云
。
使
之
所
掌
。
准
弾
正
弾
事
。
井
依
臨
時
宣
旨
行
之
。
又
云
。
盗
人
不
論
軽
重
．
停
移
刑
部
省
。
別
当
直
着
鉢
。
配
役
所
令
駈
策
者
。

　
拠
此
等
文
。
検
非
違
使
之
輩
已
非
職
事
之
人
。
但
欲
不
避
等
親
。
則
為
糾
弾
之
職
。
無
異
連
判
之
官
。
将
有
避
等
親
。
亦
立
同
司
之
号
。
無
定
四
等
之

　
官
。
然
而
府
生
以
上
共
備
一
員
。
所
行
之
政
。
皆
是
一
揆
也
。
今
就
憲
法
之
意
。
尋
避
等
親
之
旨
。
遥
為
令
知
稽
失
。
各
為
令
全
処
断
也
。
准
量
其
義
。

　
最
可
相
避
。

明
ら
か
に
允
亮
の
勘
文
は
、
使
庁
が
糾
弾
の
官
な
る
が
故
に
、
選
叙
令
所
定
の
「
同
司
主
典
已
上
。
不
得
用
三
等
以
上
親
。
」
な
る
原
則
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

適
用
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
利
光
氏
の
指
摘
に
か
か
る
如
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
議
論
は
使
庁
が
裁
判
権
を
取
得
す
る
貞

観
期
以
降
、
使
庁
組
織
の
発
展
に
伴
い
漸
次
現
実
的
意
味
を
帯
び
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宣
旨
職
な
る
が
故
の
機
動
性
が
、
台
と
の
職
掌
共

有
に
よ
り
減
殺
さ
れ
た
事
例
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
若
干
の
例
を
引
き
つ
つ
、
台
使
関
係
の
展
開
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
使
庁
が
弾
正
台
の
職
分
を
事
実
上
接
収
し
、
独

自
性
を
も
っ
て
職
務
に
当
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
『
政
事
要
略
』
に
は
「
別
当
宣
准
奉
勅
宣
云
々
。
錐
無
所
見
。
行
来
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

例
者
。
件
事
記
世
俗
所
称
也
。
庁
底
奉
行
之
間
。
偏
称
庁
重
之
由
鰍
．
何
轍
准
勅
。
宜
存
此
意
。
」
と
み
え
、
明
法
家
は
別
当
宣
の
重
視
に

否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
時
代
の
推
移
は
否
応
な
く
使
庁
の
比
重
を
高
か
ら
し
め
て
い
っ
た
。

　
周
知
の
如
く
、
当
初
は
左
右
衛
門
府
に
左
右
検
非
違
使
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
後
承
和
元
年
左
衛
門
府
を
検
非
違
使
庁
と
定
め
る
に
至

っ
た
。
そ
し
て
天
暦
元
年
に
は
右
庁
が
廃
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
め
ぐ
り
、
『
政
事
要
略
』
は
「
天
文
要
録
」
を
引
き
、
東
の
「
延
尉
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

検
非
違
使
、
西
の
「
御
史
大
夫
」
を
弾
正
台
に
比
定
し
、
台
使
双
方
を
並
列
的
に
捉
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
両
者
の
対
等
化
、
そ
れ
に
続
く
逆
転
化
は
お
そ
ら
く
主
と
し
て
九
世
紀
末
よ
り
十
世
紀
を
通
じ
て
進
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
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れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
関
し
、
謳
告
反
坐
法
お
よ
び
礼
教
の
視
点
よ
り
論
究
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
5
）

　
小
川
氏
が
既
に
明
解
に
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
庁
例
検
察
制
度
の
特
色
と
し
て
は
、
告
言
に
お
け
る
三
審
手
続
き
の
廃
止
、
並
び
に
謳
告

反
坐
法
の
不
適
用
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
先
に
み
た
「
准
弾
正
弾
事
」
な
る
式
条
に
則
っ
た
措
置
と
み
ら
れ
、
「
弾
正
台
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

審
理
手
続
の
検
非
違
使
に
対
す
る
影
響
」
の
大
き
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
使
庁
へ
の
訴
訟
を
増
大
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

　
　
（
刀
）

く
な
い
。

　
こ
の
職
権
主
義
に
基
づ
く
反
坐
法
の
放
棄
は
、
一
種
の
法
の
拡
大
解
釈
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
背
景
に
は
九
世
紀
後
半
以
降
の
使
庁
事

務
量
の
増
大
と
い
う
強
い
現
実
的
要
請
が
存
し
た
。
如
何
に
使
庁
へ
の
告
訴
が
増
大
し
、
未
決
囚
が
獄
を
充
た
し
た
か
は
左
に
掲
げ
る
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

世
紀
後
半
よ
り
十
世
紀
前
半
に
わ
た
る
別
当
宣
の
一
部
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
（
一
）
貞
観
十
二
年
七
月
廿
日
、
別
当
宣
。

　
　
聴
訴
之
官
。
各
有
其
職
。
独
為
惣
（
強
好
等
）
行
。
事
多
擁
滞
。
自
今
以
後
。
自
非
強
窺
二
盗
及
殺
害
闘
乱
博
戯
強
好
等
外
。
一
切
不
可
執
行
者
．

平安朝検非違使小考

　
　
（
二
）
天
暦
元
年
六
月
廿
九
日
、
別
当
宣
。

　
　
如
聞
。
捕
禁
之
徒
日
而
無
絶
。
末
類
之
者
随
亦
不
少
。
或
待
推
鞠
之
間
空
云
送
居
諸
．
或
究
断
決
之
程
難
堪
飢
寒
。
遂
令
囚
禁
之
輩
終
身
命
於
夏
台
。

　
是
則
不
定
使
局
於
一
処
。
往
反
左
右
衛
門
府
之
所
致
也
。
況
去
寛
平
七
年
二
月
廿
一
日
別
当
中
納
言
兼
左
衛
門
督
源
朝
臣
光
宣
。
定
左
右
検
非
違
使
庁

　
不
隔
日
可
行
政
之
由
。
已
以
明
也
。
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

以
上
の
如
き
情
況
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
の
停
滞
著
し
く
、
天
慶
年
間
に
は
使
庁
官
人
へ
の
督
促
も
厳
し
い
内
容
を
含
む
に
至
っ
て
い
た
。

　
為
政
之
宗
。
既
有
剋
限
。
而
頃
年
官
人
遅
着
政
座
。
臨
夜
帰
却
。
繁
劇
之
勤
。
豊
合
如
斯
哉
。
自
今
以
後
。
自
三
月
至
干
七
月
辰
三
点
。
二
八
月
巳
一

　
点
。
自
九
月
至
干
正
月
巳
二
点
。
以
此
為
例
。
至
干
其
剋
限
。
有
官
人
不
具
停
政
。
宜
申
其
由
。
（
略
）

し
か
し
、
使
庁
の
事
務
処
理
に
お
け
る
停
滞
傾
向
は
、
偏
に
事
務
量
の
増
大
に
起
因
す
る
の
み
な
ら
ず
、
左
の
別
当
宣
に
み
え
る
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

使
庁
官
人
の
慨
怠
に
よ
っ
て
も
ま
た
助
長
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
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左
右
看
督
長
等
各
守
次
第
。
可
勤
獄
直
。
而
或
寄
事
他
役
。
連
月
不
勤
．
或
引
怠
自
身
。
数
日
無
任
。
是
則
重
不
立
制
。
忘
憲
法
也
。
自
今
以
後
。
直

　
限
五
目
。
依
次
可
替
。
…
…
（
中
略
）
…
…
自
余
不
勤
本
直
及
三
度
者
．
解
却
職
掌
．
将
懲
傍
輩
者
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
謳
告
犯
を
さ
ら
に
生
ぜ
し
め
る
反
坐
法
の
停
止
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
、
反
坐
法
の
放
棄
が
か
え
っ

て
濫
訴
の
弊
を
生
ん
で
い
る
と
し
て
、
寛
平
七
年
十
二
月
廿
二
日
に
つ
づ
き
、
延
長
年
間
に
至
り
再
び
太
政
官
符
を
発
す
る
に
及
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

同
官
符
は
や
や
長
文
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
摘
要
を
左
に
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
太
政
官
符
。
検
非
違
使
応
依
法
反
坐
謳
告
人
事

　
　
一
右
彼
使
別
当
中
納
言
従
三
位
兼
行
右
衛
門
督
藤
原
朝
臣
恒
佐
奏
状
僖
。
太
政
官
去
寛
平
七
年
十
二
月
廿
二
日
給
使
等
符
俗
。
検
非
違
使
別
当
中
納
言

　
兼
行
左
衛
門
督
源
朝
臣
光
奏
状
儒
．
検
非
違
使
式
云
。
凡
使
之
所
掌
．
准
弾
正
弾
事
。
井
依
臨
時
宣
旨
行
之
．
又
条
云
．
諸
司
諸
衛
及
諸
家
官
人
以
下

　
雑
色
以
上
等
。
若
有
犯
過
者
。
禁
其
身
経
本
司
。
又
条
云
。
盗
人
不
論
軽
重
。
停
移
刑
部
．
別
当
直
着
銚
。
配
役
所
令
駈
使
。
如
官
当
収
蹟
。
各
依
本

　
法
。
自
余
犯
並
従
常
律
。
台
式
云
。
聞
官
司
柾
判
及
閻
里
犯
法
者
．
追
所
由
人
勘
問
其
由
。
得
実
応
奏
老
。
随
即
奏
聞
。
公
式
令
奏
弾
式
云
。
親
王
及

　
五
位
以
上
。
有
犯
応
須
糾
劾
。
而
未
審
実
者
。
並
拠
状
勘
間
。
不
須
推
拷
。
事
大
者
奏
弾
。
非
応
奏
。
及
六
位
以
下
。
並
糾
移
所
司
推
判
。
義
解
云
。

　
凡
弾
正
．
是
糾
劾
之
職
。
非
科
断
之
官
。
即
不
限
有
位
無
位
．
皆
不
須
得
推
拷
者
．
按
此
等
文
。
使
等
（
文
使
等
）
所
掌
．
非
菅
准
弾
正
之
事
。
兼
行
追

　
禁
推
拷
之
法
．
然
則
至
准
弾
正
．
須
自
見
及
風
聞
。
即
糾
弾
其
犯
。
但
不
可
禁
拷
反
坐
。
於
従
常
律
。
当
禁
拷
反
坐
。
不
可
習
台
事
．
因
斯
言
之
．
所

　
掌
相
兼
。
執
行
亦
多
。
是
則
為
早
糺
人
犯
、
忽
決
其
罪
也
、
而
今
或
使
等
論
云
、
既
云
准
弾
正
弾
事
者
、
袋
知
不
可
反
坐
証
告
之
人
、
比
年
所
行
亦
復

　
如
之
者
。
方
今
嫌
悪
之
輩
。
為
報
私
怨
。
偽
謳
他
犯
告
使
所
．
随
即
追
禁
犯
人
推
鞠
之
間
．
久
苦
禁
獄
。
遂
不
承
伏
之
日
。
僅
反
問
告
人
。
干
時
所
告

　
之
事
。
是
既
虚
也
。
須
依
法
反
坐
。
而
偏
称
准
弾
正
事
。
直
従
放
免
．
元
更
反
坐
。
因
薙
検
非
違
使
職
。
還
（
正
事
）
為
招
謳
之
府
。
…
…
（
略
）
…
…
而

　
専
称
准
台
之
詞
。
直
不
坐
謳
告
之
人
．
准
検
法
意
。
理
不
可
然
．
望
請
処
分
。
自
今
以
後
．
若
有
謳
告
者
．
将
処
反
坐
．
然
則
妄
愁
自
絶
。
使
務
亦
正
。

　
…
…
（
略
）
…
…
今
検
按
内
。
年
来
謳
告
依
旧
濫
訴
猶
多
。
非
行
反
坐
。
何
絶
虚
妄
．
而
件
官
符
被
下
之
後
．
未
有
遵
行
．
（
略
）

こ
れ
を
要
す
る
に
、
使
庁
の
政
事
増
加
と
使
庁
官
人
の
解
怠
が
反
坐
法
の
停
止
を
生
み
、
こ
れ
が
ま
た
謳
告
、
濫
訴
を
助
長
す
る
と
い
う

悪
循
環
を
な
す
に
至
り
、
政
府
は
「
准
台
之
詞
」
に
よ
る
使
庁
の
自
己
正
当
化
を
排
除
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
使
庁
は
陽
に
台
を
威
厳

の
職
と
仰
ぎ
つ
つ
、
蔭
に
そ
の
権
威
を
巧
み
に
利
用
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
事
態
は
九
世
紀
末
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以
降
十
世
紀
中
葉
に
か
け
て
主
と
し
て
進
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
飼
鷹
の
禁
制
に
つ
い
て
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
朝
以
降
は
弾
正
式
に
基
づ
い
て
台
の
監
督
下
に
使
庁
が
礼
教
の
事
に
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

る
の
が
通
例
と
な
っ
た
如
く
思
考
さ
れ
る
。
『
法
曹
至
要
抄
』
所
載
の
「
鞍
具
井
鰍
等
事
」
に
つ
い
て
も
、
「
案
之
。
有
着
件
制
物
之
輩
。

検
非
違
使
直
破
却
．
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
実
際
の
禁
察
は
使
庁
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
．
官
人
社
会
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
な
意
味
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

も
つ
朝
服
の
禁
色
に
つ
い
て
も
、
『
続
日
本
後
記
』
所
載
承
和
五
年
十
二
月
十
日
の
弾
正
台
奏
や
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
所
載
斉
衡
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）

年
四
月
二
十
二
日
の
弾
正
台
奏
に
み
て
と
れ
る
如
く
、
弾
正
台
の
職
能
と
し
て
禁
断
の
事
が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
『
政

事
要
略
』
に
は
「
寛
平
三
年
十
一
月
五
日
。
右
兵
衛
佐
藤
原
滋
実
仰
云
．
支
子
染
色
．
非
驚
衆
目
者
．
左
右
検
非
違
使
等
。
相
共
随
宜
是

　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
36
）

正
。
不
必
切
勘
．
」
な
る
記
事
が
み
え
、
さ
ら
に
長
保
二
年
六
月
五
日
に
は
右
弁
官
よ
り
検
非
違
使
に
「
応
禁
制
男
女
道
俗
着
美
服
事
」
が

下
さ
れ
、
「
使
宜
承
知
依
宣
行
之
」
と
し
て
い
る
．

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
衣
服
の
制
全
般
に
拡
大
し
た
も
の
と
み
え
、
長
保
三
年
閏
十
二
月
八
日
に
は
検
非
違
使
の
奏
状
に
対
し
、
太
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
37
）

が
「
応
衣
袖
井
袴
広
同
以
一
尺
六
寸
為
限
事
」
に
つ
き
官
符
を
下
し
て
い
る
．
さ
ら
に
長
保
六
年
二
月
二
十
六
日
右
弁
官
よ
り
使
庁
に
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

さ
れ
た
「
応
重
禁
断
諸
司
所
々
新
任
人
等
饗
禄
事
」
は
、
使
庁
が
官
人
社
会
の
綱
紀
粛
清
に
つ
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
う
に
至
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
．
以
上
の
事
例
は
、
九
世
紀
末
以
降
十
世
紀
を
通
じ
て
台
の
職
掌
が
有
名
無
実
と
化
し
、
か
わ
っ
て
使
庁
が
そ
の
職

に
当
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
先
述
の
如
き
台
使
関
係
は
主
と
し
て
十
世
紀
を
通
じ
て
逆
転
し
、
使
庁
の
立
場
は
い
や
が
う
え
に
も
重
い
も
の
と

な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

パ　パ　ハ

321）　）　）

「
朝
家
置
此
職
以
来
、
衛
府
追
捕
、
弾
正
糾
弾
、
刑
部
判
断
、
京
職
訴
訟
、

武
光
誠
「
弾
正
台
と
中
国
の
御
史
制
度
」
、
『
日
本
歴
史
』
第
三
五
八
号
．

拙
稿
「
律
令
政
治
と
弾
正
台
」
、
『
法
学
研
究
』
第
六
十
一
巻
五
号
。

併
帰
使
庁
」
（
『
職
原
抄
』
下
）
。
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菓轡麟鑛搬器鱗辮醐撃繰
擁鐸講鱗蓼鮮警難曇罐難

大
饗
前
掲
書
、
第
二
章
参
照
。

『
政
事
要
略
』
、
巻
八
十
四
。

『
延
喜
式
』
、
巻
四
十
一
。

『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
。

小
川
前
掲
論
文
、
「
庁
例
の
研
究
」
、
四
十
頁
。

利
光
前
掲
論
文
、
「
初
代
使
別
当
考
」
、
三
十
八
頁
．

『
続
日
本
後
紀
』
、
巻
八
。

『
延
喜
式
』
、
巻
四
十
一
。

『
延
喜
式
』
、
巻
四
十
一
。

『
群
書
類
従
』
、
巻
第
七
十
七
．
律
令
部
三
、
『
法
曹
至
要
抄
』
中
．

『
西
宮
記
』
、
巻
二
十
一
。

『
政
事
要
略
』
、
巻
七
十
。

　
　
『
朝
野
群
載
』
、
巻
十
一
。

　
　
　
　
　
　
『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
。

利
光
前
掲
論
文
．
『
初
代
使
別
当
考
」
、
三
十
八
頁
ー
三
十
九
頁
．

　
　
『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
。

小
川
前
掲
論
文
、
「
庁
例
の
研
究
」
、
四
十
九
頁
－
五
十
七
頁
．

森
田
前
掲
書
、
一
六
五
頁
ー
一
六
六
頁
。

利
光
前
掲
書
、
一
七
七
頁
ー
一
七
八
頁
。

　
　
　
　
『
政
事
要
略
』
、
巻
六
十
一
．

『
政
事
要
略
』
、
巻
八
十
四
。

『
法
曹
至
要
抄
』
中
。

『
続
日
本
後
紀
』
、
巻
七
。

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
、
巻
八
．
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（
訪
）
（
36
×
3
7
）
　
『
政
事
要
略
』
、

（
3
8
）
　
『
朝
野
群
載
』
．
第
十
一
、

巻
六
十
七
。

廷
尉
。

四
、
院
政
初
期
の
使
庁

平安朝検非違使小考

　
平
安
初
期
よ
り
中
期
に
か
け
て
、
使
庁
が
急
速
に
司
法
、
行
政
上
の
重
要
か
つ
広
範
な
権
限
を
掌
握
す
る
中
に
、
朝
廷
に
対
し
て
一
定

の
独
自
性
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
み
た
そ
の
刑
政
、
糾
弾
の
点
か
ら
も
十
分
看
取
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
独
自
性

の
最
た
る
も
の
が
庁
例
の
発
展
で
あ
り
、
都
の
急
激
な
治
安
悪
化
へ
の
対
応
と
い
う
喫
緊
な
る
現
実
的
要
請
は
悉
く
律
令
の
法
意
を
踏
み

に
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
朝
廷
は
折
り
に
ふ
れ
、
明
法
家
の
解
釈
に
依
拠
し
つ
つ
、
使
庁
の
逸
脱
を
戒
め
て
き
た
が
、
公
卿
の
中
に
も
こ
れ
に
憂
慮
の
念
を
抱
く

者
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
考
さ
れ
る
。
鳥
羽
院
政
期
悪
左
府
と
し
て
名
を
馳
せ
た
藤
原
頼
長
は
、
『
台
記
』
久
寿
元
年
九
月
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

七
日
「
於
東
北
院
殺
人
者
、
検
非
違
使
資
経
、
搦
取
将
来
、
召
資
経
於
前
庭
給
絹
一
疋
」
と
み
え
る
如
く
、
使
庁
の
活
動
を
督
励
す
る
一

方
、
左
の
如
く
庁
例
を
廃
し
て
律
令
に
復
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
『
宇
椀
記
抄
』
仁
平
二
年
五
月
十
一
百

　
近
日
京
師
、
連
夜
殺
人
、
或
白
日
手
刃
、
宜
禁
断
之
、
就
中
、
右
少
将
俊
通
朝
臣
、
為
家
人
所
射
、
其
家
聴
驚
不
少
、
（
中
略
）
召
左
衛
門
志
兼
成
醐
鉱

　
仰
日
，
可
禁
断
京
中
殺
害
之
由
．
可
示
別
当
、
其
次
加
仰
日
．
近
年
獄
囚
不
禁
獄
中
．
在
下
部
家
之
由
，
有
其
聞
．
兼
成
付
封
於
獄
門
、
不
可
令
出
之
、

　
問
兼
成
日
、
拠
獄
令
、
流
徒
罪
居
役
者
、
皆
着
鉱
、
而
唯
着
鉱
強
窺
二
盗
不
着
鉱
殺
人
者
、
若
有
格
式
改
法
之
文
欺
、
対
日
無
、
又
問
日
、
拠
闘
訟
律

　
錐
因
闘
而
用
兵
刃
殺
者
、
入
常
赦
勘
文
、
若
有
格
式
改
法
之
文
敷
、
対
日
、
此
両
事
、
錐
元
改
法
格
式
、
其
来
既
尚
、
名
日
庁
例
、
定
仰
日
、
宜
拠
律

　
令
、
不
用
庁
例
、
即
使
兼
成
別
当
日
、
今
月
可
有
恒
例
政
、
殺
人
者
、
可
着
鉱
事
、
早
奏
法
皇
、
宜
依
勅
裁
。
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獄
令
そ
の
他
に
み
え
る
囚
禁
や
赦
に
関
す
る
規
定
が
無
視
さ
れ
、
使
庁
独
自
の
庁
例
が
罷
り
通
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
警
鐘
と
同
時
に
矯
正

が
厳
し
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
刑
政
の
混
乱
が
、
九
世
紀
末
以
降
の
京
の
急
激
な
治
安
悪
化
と
使
庁
官
人
の
怠
慢
に
起
因
す
る

こ
と
は
、
第
二
章
に
お
い
て
既
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
使
庁
の
法
律
的
独
自
性
は
と
も
か
く
、
政
治
的
自
律
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
す
で
に
摂
関
期
に
喪
失
さ
れ
、
摂
関
家
の
私
的
武
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
化
し
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
大
饗
氏
は
、
こ
う
し
た
傾
向
が
院
政
期
に
さ
ら
に
助
長
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
察

す
る
前
提
と
し
て
、
以
下
で
は
、
頼
長
の
対
応
に
み
え
た
如
き
初
期
院
政
期
使
庁
の
お
か
れ
た
情
況
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に

言
及
し
て
み
た
い
。

　
院
政
初
期
と
い
う
べ
き
白
河
、
鳥
羽
院
政
期
に
は
、
使
庁
を
め
ぐ
る
左
の
如
ぎ
注
目
す
べ
き
記
事
が
散
見
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
（
一
）
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
五
月
二
十
六
目

　
晩
頭
検
非
違
使
平
為
俊
聯
道
遥
之
問
、
殿
下
法
眼
蜘
澄
下
僧
與
為
俊
郎
等
男
等
有
闘
諄
事
、
為
俊
郎
等
皆
悉
為
法
眼
下
僧
被
凌
礫
了
、
頗
似
無
朝
威
、

　
其
後
下
僧
等
有
追
捕
事
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
（
二
）
『
殿
暦
』
長
治
元
年
十
二
月
二
十
一
日

　
今
日
物
忌
也
、
傍
不
出
行
、
巳
時
許
為
隆
来
、
御
使
也
、
此
間
検
非
違
使
郎
追
捕
間
、
近
辺
家
取
物
之
由
其
有
聞
循
被
告
問
之
処
、
件
事
実
也
、
傍
件

　
検
非
違
使
等
有
可
沙
汰
之
事
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
（
三
）
『
中
右
記
』
元
永
二
年
二
月
冊
目

　
検
非
違
使
成
国
談
云
、
去
夜
治
部
大
夫
時
忠
為
強
盗
被
切
殺
了
、
凡
京
中
連
夜
強
盗
入
人
家
、
被
殺
害
者
甚
多
、
大
略
使
庁
力
不
及
欺
、
何
為
哉
、
只

　
天
下
之
滅
也
、
可
然
時
歎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

（
一
）
の
記
事
は
、
こ
の
頃
す
で
に
無
視
し
え
な
い
勢
力
と
な
っ
て
い
た
僧
兵
が
、
使
庁
の
武
力
に
よ
っ
て
も
は
や
押
さ
え
き
れ
な
い
ま
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で
に
肥
大
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
治
安
維
持
機
構
と
し
て
の
使
庁
の
限
界
を
露
呈
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
二
）
の
記
事
は
、
す
で
に
前
代
よ
り
み
ら
れ
た
使
庁
下
級
官
人
等
の
腐
敗
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
使
庁
組
織
末
端
の
崩
壊
を
物
語
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
（
三
）
の
記
事
は
、
（
一
）
の
記
事
同
様
、
使
庁
の
治
安
維
持
能
力
の
限
界
を
示
し
、
い
わ
ゆ
る
武
士
の
使
庁
へ
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

出
に
道
を
拓
く
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
白
河
院
政
期
、
京
の
治
安
を
最
も
乱
し
た
事
件
と
し
て
は
、
延
暦
寺
と
興
福
寺
の
抗
争
、
い
わ
ゆ
る
南
都
北
嶺
強
訴
事
件
が
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
事
件
は
、
永
久
元
年
閏
三
月
末
、
延
暦
寺
の
僧
徒
が
清
水
寺
の
堂
舎
を
殿
損
す
る
と
同
時
に
、
祇
園
社
等
の
神
輿
を
奉
じ
て

法
皇
に
対
し
興
福
寺
の
紙
園
社
神
人
凌
辱
を
強
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
事
件
は
院
等
の
対
応
の
不
備
も
手
伝
っ
て
、
一
時
「
京
中
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

騒
動
、
天
下
武
士
馳
走
道
路
」
な
る
事
態
を
招
く
に
至
っ
た
。
該
抗
争
は
同
年
四
月
末
、
山
場
を
迎
え
た
が
、
そ
の
際
の
模
様
を
『
中
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

記
』
は
左
の
如
く
伝
え
て
い
る
。

　
山
大
衆
帯
甲
冑
下
来
東
河
原
、
又
奈
良
大
衆
来
宇
治
南
辺
云
々
、
天
下
之
災
未
有
如
此
事
、
仏
法
只
此
時
許
欺
、
今
日
申
時
許
南
京
大
衆
於
宇
治
一
坂

　
南
原
与
京
武
者
已
合
戦
、
各
死
者
互
蒙
庇
者
多
云
々
、
…
…
（
中
略
V
…
…
武
士
丹
後
守
正
盛
以
下
、
天
下
武
者
源
氏
平
氏
輩
、
皆
為
禦
南
京
大
衆
、
遺

　
宇
治
一
坂
辺
也
、
此
中
検
非
違
使
平
正
盛
、
源
重
平
、
平
忠
盛
行
向
也
、
遂
以
合
戦
…
…

　
院
政
初
期
使
庁
の
特
色
と
し
て
は
、
院
の
賀
茂
社
、
熊
野
等
へ
の
随
行
と
い
っ
た
警
護
的
儀
礼
的
役
割
の
増
大
に
よ
る
職
掌
の
無
謀
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

拡
大
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
使
庁
の
用
務
多
端
が
庁
政
の
混
乱
と
荒
廃
を
招
く
原
因
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
け
て

も
僧
兵
の
台
頭
は
そ
の
最
大
の
元
凶
で
あ
っ
た
如
く
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
仁
平
年
間
よ
り
保
元
年
間
に
わ
た
る
『
兵
範
記
』
に
み
え

る
記
事
に
は
、
僧
兵
の
暴
動
へ
の
対
応
と
し
て
、
使
庁
が
変
貌
し
て
い
っ
た
一
端
が
読
み
と
れ
る
。
仁
平
二
年
六
月
に
は
「
仁
和
寺
中
被

　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

入
使
庁
使
事
」
し
た
結
果
、
数
日
後
「
仁
和
寺
中
安
養
谷
大
衆
発
集
」
を
招
く
に
至
り
、
保
元
二
年
二
月
に
は
、
「
検
非
違
使
信
忠
延
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

寺
ノ
悪
僧
ヲ
逮
捕
セ
ル
」
等
々
彩
し
い
記
事
が
散
見
す
る
。

　
わ
け
て
も
諸
国
の
社
等
宮
院
の
横
暴
、
並
び
に
悪
僧
の
濫
行
は
、
院
、
摂
関
家
、
平
氏
等
を
大
い
に
悩
ま
し
き
た
っ
た
が
、
そ
の
実
態
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は
保
元
元
年
閏
九
月
十
八
日
の
宣
旨
が
最
も
雄
弁
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
使
庁
へ
の
負
担
が
加
重
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
ま
た
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
．

　
保
元
元
年
閏
九
月
十
八
日
　
宣
旨
（
略
）

　
一
、
可
令
同
下
知
諸
国
司
停
止
、
同
社
寺
院
宮
諸
家
庄
園
本
免
外
、
加
納
余
田
井
庄
民
濫
行
事
、

　
　
　
仰
、
件
庄
園
等
、
或
載
官
省
符
、
或
為
勅
免
地
、
四
至
坪
付
券
契
分
明
、
而
世
及
澆
季
、
人
好
貧
禁
、
號
加
納
、
稻
土
作
、
本
免
之
外
横
領
公
田
．

　
　
　
暗
減
率
法
、
対
桿
官
物
、
麺
食
之
漸
．
狼
戻
之
基
也
、
兼
亦
以
在
庁
官
人
郡
司
百
姓
補
庄
官
、
定
寄
人
、
恣
募
名
田
、
遁
避
課
役
、
郡
縣
之
滅
亡
、

　
　
　
乃
貢
之
擁
怠
職
而
由
此
由
、
庄
園
相
共
注
書
加
納
、
停
止
濫
行
、
令
従
国
務
、
若
庄
家
寄
事
於
左
右
、
不
弁
決
理
非
者
、
国
司
勤
状
、
早
経
言
上
、

　
　
　
随
其
状
跡
、
且
停
廃
庄
號
、
且
召
取
庄
司
、
下
検
非
違
使
、
宜
令
糾
弾
…
…
（
略
Y
：

　
と
き
保
元
、
平
治
の
乱
に
至
る
過
程
で
、
す
で
に
使
庁
機
能
は
大
き
な
曲
が
り
角
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）
（
1
1
）

　
（
昭
和
五
十
四
年
、

（
1
2
）

（
1
3
）
（
1
4
） 『

台
記
』
、
巻
十
一

『
宇
椀
記
抄
』
、
中
。

井
上
満
郎
前
掲
論
文
参
照
。

大
饗
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
以
下
．

『
中
右
記
』
、
一
。

『
殿
暦
』
長
治
元
年
十
二
月
廿
輌
日
条
。

『
中
右
記
』
、
五
。

谷
森
前
掲
書
、
二
〇
一
頁
－
一
二
一
頁
、
二
三
六
頁
i
二
四
八
頁
。

こ
の
点
に
関
し
、
具
体
的
補
任
状
況
等
か
ら
接
近
し
た
も
の
と
し
て
、
満
富
前
掲
論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

　
　
『
中
右
記
』
、
一
。
な
お
『
中
右
記
』
か
ら
使
庁
官
人
の
動
向
を
詳
説
し
た
も
の
に
戸
田
芳
美
『
中
右
記
－
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
』

　
　
　
　
　
そ
し
え
て
）
が
あ
る
。

（
4
）
に
同
じ
。

　
　
『
兵
範
記
』
、
一
．

82



（
15
×
1
6
）
　
『
兵
範
記
』
．
二
．

五
、
結

び

　
周
知
の
如
く
、
『
群
書
類
従
』
巻
百
八
、
公
事
部
三
十
『
清
狸
眼
抄
』
は
、
流
人
事
等
を
除
き
、
そ
の
大
半
が
「
焼
亡
事
」
に
関
す
る

検
非
違
使
の
対
応
記
事
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
当
代
使
庁
の
事
務
多
端
を
示
す
恰
好
の
事
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
は
、
平
安
朝
の
使
庁
に
か
か
わ
る
三
つ
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
が
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
看
取
し
う
る
の

は
、
使
庁
の
職
掌
拡
大
が
も
た
ら
し
た
自
己
矛
盾
で
あ
っ
た
。
刑
政
に
お
け
る
混
乱
、
弾
正
台
の
職
掌
接
収
過
程
に
お
け
る
逸
脱
、
肥
大

化
、
院
政
初
期
に
お
け
る
限
界
の
露
呈
i
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
臨
戦
型
令
外
官
の
無
軌
道
な
拡
張
の
結
果
と
言
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

　
小
論
は
あ
く
ま
で
律
令
司
法
制
度
の
変
容
と
い
う
基
本
的
視
点
よ
り
、
平
安
朝
に
お
い
て
そ
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
使
庁
に
つ
い
て

若
干
の
指
摘
を
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
、
さ
ら
に
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
於
米
国
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
バ
ー
研
究
所
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
日
脱
稿
〕

平安朝検非違使小考
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